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ま え が き 

 

 北秋田市交通安全対策会議では、交通安全対策基本法に基づいて、市内の交通安全

対策を総合的かつ計画的に推進するため、平成28年度から令和2年度を計画期間とす

る「第2次北秋田市交通安全計画」を平成28年12月に策定いたしました。 

また北秋田市では、策定された同計画に基づき、国・県の関係行政機関、交通安全

関係団体などと連携しながら、道路環境や交通安全施設の維持・整備を行うほか、交

通安全意識の高揚を図るための啓発活動等を通じて、市内における交通安全対策を推

進してきました。 

ひとたび交通事故が発生した場合、それによってもたらされる人的・経済的な被害

は非常に甚大なものとなるおそれがあることから、緊急かつ重要な課題として、交通

事故による死傷者を限りなくゼロに近づけ、交通事故のない社会を目指していくこと

が従来にも増して強く求められています。 

また、交通事故は市民の生活に最も近い場所で発生する危険の一つであり、その防

止・減少を図るためには、国・県・市町村等の行政機関、関係する各種民間団体はも

とより、市民一人ひとりの意識的な取り組みが必要となります。 

この計画は、国・県の交通安全計画を踏まえながら、市内の交通安全対策全般にわ 

たる総合的かつ長期的な施策を強力に推進して市民の安全・安心な生活環境を確保し 

ていくために、市内において講ずべき交通安全に関する施策の大綱を定めるものです。 

 北秋田市では、この計画に基づく各種交通安全対策の推進を図るため、関係機関・

団体との連携をより強固なものにするとともに、市民の理解と協力を得ながら協働を

進め、市民生活の安全・安心の確保を図っていきます。 
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交通安全計画の基本理念 

 

１ 交通安全計画策定の趣旨 

人命尊重の理念のもと、真に豊かで活力のある社会を構築し、究極的には交通事故の無い

社会を実現するため、そして北秋田市が目指すまちの姿である「住民が主役の“もり”のま

ち」を実現していくために、市民生活の安全・安心の確保は最も重要な課題のひとつです。

とりわけ、同じ地域に暮らす全ての人々にとって、ライフラインであり日常の生活や経済活

動に欠くことのできない道路交通の安全の確保はひときわ重要な課題となります。 

この第3次北秋田市交通安全計画は、以上のような観点から、交通安全対策基本法及び第11

次交通安全基本計画（令和3年3月策定）、第11次秋田県交通安全計画（令和3年8月策定）に基

づきながら、令和3年度から令和7年度までの5ヶ年において当市が講じるべき交通安全に関す

る施策の大綱を定め、実効性のある対策を計画的に推進しようとするものです。 

 

２ 計画の期間 

令和3年度から令和7年度までの5年間  

 

３ 計画の基本的な考え方 

本格的な少子高齢化社会の到来と加速度的な人口減少、それらに伴う経済規模の縮小や地

域活力の低下など、本市を取り巻く情勢が大きく変化する中にあって、これらの大きな時代

変化を乗り越え、真に豊かで活力のある地域社会を構築していくためには、その前提として

市民が安全と安心のうちに暮らしていける生活環境を確保していくことが極めて重要です。 

市民生活の日常にひそむ危険の中で、交通事故の件数は災害や犯罪などの他の危険と比較 

しても圧倒的に多く、ひとたび事故が発生した場合、被害者・加害者を問わず多くの人々の

幸せな生活を脅かし、甚大な社会的・経済的損失をもたらします。交通事故及びこれによる

死傷者を防止・減少させる交通安全対策は、引き続き緊急かつ重要な課題となっています。 

これまでも関係機関等の連携のもとに交通事故の防止に向けた各種の交通安全対策が実施

されてきましたが、依然として交通事故による死傷者が発生していることから、交通安全対
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策はその継続的な実施が必要であるのみならず、更なる充実が求められています。 

交通安全の実現は、市民の共通の願いであり、全ての市民が主体となり共有する課題でも

あることから、事故のない安全で快適に暮らせるまちづくりや、人と車が共生できる安全で

安心な交通環境を実現するためには、関係行政機関における取組に加えて、地域の実態に則

した安全対策を運転者・職場・家庭などを中心に地域ぐるみで講じていくことが重要です。 

平成28年度に策定された「第2次北秋田市交通安全計画」に続き第3次となる本計画におい

ては、交通社会を構成する「人間」「交通機関」「交通環境」の三要素のうち、いままでの計

画において主要な視点と定めた「人間」と「交通環境」に関する課題を引き続き重点として

位置付けます。 

 

第１に「人間」にかかる安全対策については、歩行者や運転者として同じ交通社会に参加

する市民一人ひとりがその責任を自覚し、交通事故のない安心して暮らせる地域を目指すこ

とが大切であることから、交通安全意識の普及徹底を図る啓発活動を継続していくとともに、

交通安全に関する知識の修得や技能の向上を進めるため、家庭・地域・学校・職場などそれ

ぞれの日常活動の場における交通安全教育の機会の確保・充実を図ります。 

   

第２に「交通環境」に係る安全対策としては、交通事故の防止と交通の円滑化を図るとと

もに、安全で安心して生活できる生活環境の確保を図るため、関係機関と連携の上機能分担

された道路網の整備と交通安全施設の整備を促進するとともに、地域の交通に関する情報提

供の充実等を図ります。 

 

交通の安全に関する施策は多方面にわたっており、交通事故を防止するためには、国や県

及び市など関係機関等が緊密な連携の下に施策を推進するとともに、市民の主体的な交通安

全活動を積極的に促進することが重要です。北秋田市では、市内の交通環境の変化を踏まえ

ながら今後必要と考えられる施策について逐次検討を行い、市民の理解と協力の下、県、警

察、交通安全関係団体、地域団体、企業、学校などとの協働により総合的な交通安全対策を

推進します。 
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第１部 交通安全の目標 

  

第１節 交通安全についての現状と展望 

 

ア．交通事故の現状 

北秋田市における事故発生件数及び負傷者数については、第2次交通安全計画（平成28

年～令和2年度）の実施期間を通じた平均で事故件数が32.2件、死者数1.8名、死傷者数

42.8名となっており、最近の10カ年を通じて見た場合には減少傾向にあるものの、この

数年にあっては事故件数、死傷者数ともやや横ばいの状況にあります。なお、直近の令和

2年中における市内の事故発生の状況は、事故件数が19件、死者数1名、負傷者数は22名で

した。 

 

交通事故発生状況の推移（北秋田市） 

 

 

交通事故発生件数とそれにともなう死傷者数は、道路交通環境の整備や交通安全意識

の普及徹底、救助救急活動の充実が図られてきたことにより、全国的にも、また県内や市

内においても長期的には減少する傾向にあります。しかし、こうした取り組みを通じて

もなお、毎年一定の件数が発生しており、更なる減少に向けては、なお解決を必要とする

課題が存在することがうかがわれます。 

なお、統計情報から把握される近年の市内において発生した交通事故の特徴として、 
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①  「発生件数」「死傷者」ともに、出会い頭衝突や追突など車両同士による事故が圧 

 倒的に多い。 

② 「交通事故」「死傷者数」ともに、65歳以上の高齢者が占める割合が増加している。 

③ 「交通事故」は、冬期間や朝の通学・通勤の時間帯から帰宅の時間帯にかけての日中

に発生している。 

④ 「交通事故」は、商店街や住宅地が密集する鷹巣地区に集中している。また、交通量

の多い国道・県道が通行する地区においても、発生件数が高い傾向にある。 

 

といった傾向がうかがわれます。これらの傾向は前回の計画策定時においても全く同

様に見受けられたものであることから、引き続きこれらの傾向にひそむ事故発生要因に

留意しながら、事故防止に向けた取り組みを行っていく必要があります。 

 

 

類型別死傷者数発生状況（令和2年 北秋田警察署管内） 

 

 ※北秋田警察署調べ 
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 人対車両 自転車対車両 

 横断歩道横断中 その他横断中 その他 正側面衝突 出会い頭衝突 追突 その他 

件 数 2 0 0 0 0 0 0 

死 者 数  0 0 0 0 0 0 0 

負傷者数 3 0 0 0 0 0 0 

 

 

 車両相互 車両単独 

 正面衝突 側面衝突 出会い頭衝突 追突 その他 工作物衝突  路外逸脱 転倒その他 

件 数 4 0 4 6 6 0 0 1 

死 者 数  0 0 0 0 6 0 0 1 

負傷者数 5 0 6 6 6 0 0 0 

   ※北秋田警察署調べ 

 

高齢者（65歳以上）の交通事故発生件数の推移（平成23～令和2年 北秋田警察署管内） 
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年齢別死傷者数の内訳（令和2年 北秋田警察署管内） 

 

 

月別交通事故発生件数（北秋田警察署管内平均 平成30～令和2年） 
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気象（平均気温 平成3年～令和2年） 

（単位 ℃） 

  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

鷹巣 -1.5 -0.9 2.3 8.2 14.2 18.8 22.6 23.7 19.1 12.2 6.0 0.8 

阿仁 -2.0 -1.6 1.4 7.4 13.9 18.3 22.1 23.1 18.6 11.8 5.6 0.3 

 

気象（平均降水量 平成3年～令和2年） 

（単位 ｍｍ） 

  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

鷹巣 116.7 92.4 97.0 103.4 116.3 119.8 214.7 198.1 164.7 162.7 167.8 151.4 

阿仁 164.3 125.0 132.0 131.8 133.9 136.6 233.8 240.0 193.9 191.2 218.0 199.3 

 

気象（平均 降雪の深さ合計 平成3年～令和2年） 

（単位 ｃｍ） 

  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

鷹巣 30 183 145 68 1 0 0 0 0 0 8 113 

阿仁 259 198 127 13 0 0 0 0 0 0 21 170 

※気象庁 過去の気象データ 

 

時間帯別発生件数（平成30～令和2年 北秋田警察署管内平均） 
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地区別交通事故発生状況（北秋田市内・平成30～令和2年） 

 七座 坊沢 綴子 鷹巣 栄 沢口 七日市 合川 米内沢 前田 阿仁 

30年 1 0 2 4 8 4 2 3 10 0 1 

1年 0 0 0 3 2 1 2 3 3 0 2 

2年 2 0 2 5 1 2 1 4 2 2 0 

平均 1 0 1.3 4 3.7 2.3 1.7 3.3 5 0.7 1 

 

 

路線別交通事故発生状況（北秋田警察署管内平均 平成30～令和2年） 

 

 

 

飲酒運転による事故発生状況（北秋田市） 

 23年 24年 25年 26年 27年 28年 29年 30年 1年 2年 

件 数 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 

死 者 数  0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

負傷者数 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 

   

 

7%

20%

20%

28%

22%

2%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

国道７号線

国道105号線

国道285号線

県道

市道

その他

※北秋田警察署調べ 

※北秋田警察署調べ 

※北秋田警察署調べ 
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飲酒運転による（年齢別・経験別）事故発生状況（令和 2年 秋田県内） 

 発生件数 死者数 

20歳未満 0 0 

20歳代 2 0 

30歳代 5 0 

40歳代 2 0 

50歳代 1 0 

60歳以上 5 1 

合計 15 1 
 

 発生件数 死者数 

１年未満 0 0 

１年～2年未満 0 0 

2年～3年未満 0 0 

3年～4年未満 0 0 

4年～5年未満 0 0 

5年～10年未満 3 0 

10年以上 12 1 

合計 15 1 
 

 

 

シートベルト着用状況（令和 2年 秋田県内） 

 23 年 24 年 25 年 26 年 27 年 28 年 29 年 30 年 1 年 2 年 

全死者数 57 42 48 37 38 54 30 42 40 37 

 

自動車乗車中 23 24 29 18 15 27 13 21 18 14 

■ 

■ 

■着用死亡 12 16 20 11 10 16 6 12 11 12 

■非着用死亡 11 7 9 7 5 6 7 9 3 1 

 助かる可能性があった者 6 4 4 2 1 4 6 2 3 0 

■着用不明 0 1 0 0 0 3 0 0 1 0 

 

 

イ．道路交通を取り巻く状況の展望 

本市を取り巻く環境については、今後本格的に人口減少と少子高齢化が進行するとの推

測がなされています。これに伴い運転免許の保有者数、車両保有台数も引き続き減少する

傾向にあると考えられますが、高齢化の進行により、交通事故死傷者において高齢者が占

める割合がさらに増加することが予想されます。また、利用可能な公共交通機関の手段や

範囲が比較的限られる当市の地域特性にあっては、市民の日常生活において自動車の利用

が不可欠な状況にある一方で、自動車運転を継続する必要がある高齢者層の人口は今後ま

※交通統計（秋田県警察本部交通部） 

※交通統計（秋田県警察本部交通部） 
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すます増加が見込まれることから、これらの自動車利用者の増加が地域の交通に与える影

響についても考慮していく必要があります。 

市内の道路交通環境については、日本海沿岸自動車道のうち鷹巣西道路として蟹沢イン

ターまで共用区間が延長となり、広域交通交流基盤の整備促進が進む一方で、市内におけ

る交通量・流入車両の増加や交通の流れに変化が生じることが想定され、周辺の道路交通

環境にも大きな影響を与えるものと思われます。 

「高齢者の交通対策」と、「道路環境の変化への対応」は、今後の市内における交通安全

対策を検討する上で十分に考慮を要する要素と考えられます。 

 

人口推計（北秋田市） 

  平成 27年 令和 2年 令和 7年 令和 12年 令和 17年 令和 22年 令和 27年 

0～19歳 4,107 3,388 2,841 2,368 1,989 1,662 1,387 

20～64歳 15,594 13,179 11,212 9,494 8,168 6,894 5,672 

65～74歳 5,747 5,906 5,151 4,347 3,601 3,067 2,877 

75歳～ 7,776 7,573 7,726 7,717 7,353 6,797 5,940 

合計 33,224 30,046 26,930 23,926 21,111 18,420 15,876 

老年人口割合 40.7 44.9 47.8 52.1 51.9 53.6 55.5 

75歳以上人口割合 23.4 25.2 28.7 32.3 34.8 36.9 37.4 

※『北秋田市人口ビジョン』（北秋田市 2021年推計） 

 

 

免許人口及び車輌登録数の推移（北秋田市） 

 23年 24年 25年 26年 27年 28年 29年 30年 1年 2年 

免許 

人口 
21,951 21,742 21,660 21,557 21,263 21,035 20,844 20,581 20,281 20,009 

車両 

登録数 
30,790 30,569 30,367 30,374 30,765 29,828 29,594 29,265 28,922 28,233 

 

 

※交通統計（秋田県警察本部交通部） 
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第２節 交通安全計画における目標 

ア．計画の基本目標 

人命尊重の理念に立ち、交通事故による死傷者数を限りなくゼロに近づけ、市民を交

通事故の脅威から守ることがこの計画における究極の目標となりますが、その達成は一

朝一夕には困難な課題であることから、当面の目標として、各種施策を総合的に推進す

ることにより交通事故による死者・重傷者の減少を目指します。 

 

イ．計画の交通事故死者等抑止指標 

第11次秋田県交通安全計画（令和3～令和7年度）では、人命尊重の理念に基づき交通事

故のない安全で安心な秋田県を目指すこととし、交通事故による24時間死者数を年間27

人以下、重傷者数を年間200人以下とすることを目指すものとしています。 

本市においても、交通事故による死傷者数ゼロを究極の目標としつつ、現状における

抑止指標として本計画では、交通事故による24時間死者数を直近5カ年における最小値で

ある年間0人にすることを目標とし、死者数を減らすためには重傷者が発生する事故を減

らすことが死者数を減らすことになることから、年間重傷者数については、直近3カ年の

最小値である令和2年の2人以下の達成を目指します。 

 

○ 24時間内死者数の目標 

 目 標 備考 

国  2,000人以下 第10次計画の目標値（2,500人）の20％減 

秋田県 27人以下  第10次計画の目標値（30人）の10.0%減 

北秋田市 0人    直近５カ年内の最小値（平成30年、令和2年） 

○ 重傷者数の目標 

 目 標 備考 

国 22,000人以下  令和2年の重症者数（27,774人）の20.8％減 

秋田県 200人以下  令和2年の重傷者数（251人）の20.3％減 

北秋田市 2人以下  直近３カ年の最小値（令和2年） 
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第２部 交通の安全 

第１章 道路交通の安全についての対策 

 

第１節 今後の道路交通安全対策を考える視点 

近年、交通事故の件数や負傷者が減少傾向にあることは、これまでに各方面で実施され

てきた飲酒運転防止やシートベルト着用の徹底等に関する取組や、道路環境整備などの施

策に一定の効果があったものと考えられます。しかしながら、未だに一定の件数で事故が

発生しているほか、交通事故による死傷者は後を絶たず、多くの課題が残されているのが

現状です。 

また、高齢者人口の増加により、県内でも交通事故における死者数における高齢者の割

合が高くなるなどの兆候が見られるほか、スマートフォン等の普及に伴う運転中や歩行中、

自転車乗車中に生じる危険なども指摘されています。 

このため、従来の交通安全対策を基本にしながらも、社会情勢や交通情勢等の変化に対

応するとともに、交通事故の状況についての情報収集や分析を行ない、より効果的な施策

を積極的に推進していかなければなりません。 

この計画においては、今後対策を実施していくに当たって引き続き次の４つの視点を重

視し、具体的な交通安全対策については、以下の９つの対策によりその推進を図ります。 

 

【 ４つの視点 】 

・ 高齢者及び子どもの安全の確保 

・ 歩行者や自転車の安全確保 

・ 生活道路・幹線道路における安全確保 

・ 市民自らの意識改革 
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【 ９つの対策 】 

①  道路交通環境の整備 

②  市民一人ひとりの交通安全意識の向上  

③  安全運転の確保  

④ 車両の安全性の確保  

⑤ 道路交通秩序の維持  

⑥ 救助・救急活動の充実 

⑦ 交通事故被害者支援の推進 

⑧ 災害や雪に対応した交通安全の確保 

⑨ 交通実態等を踏まえたきめ細やかな対策の実施 

 

（１） 高齢者及び子どもの安全の確保 

 北秋田市では、令和3年4月1日現在、65歳以上の高齢者が市の人口の44.5％を占め、年々

高齢化が進んでいます。この高齢化に比例するように、本市における交通事故件数に占め

る高齢者の割合も高まっており、令和2年中で45％を超え、全県の実態（31.9％）よりも大

きく上回っています。今後、高齢者人口の一層の増加が見込まれることを考えると、高齢

者の実態を踏まえた、きめ細かで総合的な交通安全対策を進めていく必要があります。 

この際には、高齢者が日常生活における交通手段として歩行や自転車を利用する場合と

自動車を運転者する場合とでは、それぞれ求められる対策も異なることから、高齢者が「事

故に巻き込まれない」、そして「事故を起こさない」ようにするため、両面にわたる対策を

強化していかなければなりません。 

更には、高齢者が加齢により心身の機能について影響を受ける場合であっても交通社会

に参加できるよう、バリアフリー化された道路交通環境の形成を図っていくことや、高齢

者が利用する機会の多い医療機関や福祉施設等と連携して交通安全活動を実施していくこ

と、高齢者事故の多くが居住地の近くで発生していることに対応して地域における交通安

全活動を充実させていくことなど、高齢者の日常生活での交通に関する配慮が必要です。 

一方、少子化の進行についても同時に考えていく必要があります。安心して子どもを生

み、育てることができる社会を実現させるためにも、子どもの交通安全教育を充実させる

ほか、防犯の観点ともあわせて、通園、通学路等において子どもたちが安全に通行できる
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歩道等の歩行空間の整備を積極的に推進することが必要となっています。 

 

（２） 歩行者及び自転車の安全確保 

令和2年中、県内における交通事故死亡者数37名のうち14名は歩行者でした。その内12名

が65歳以上の高齢者で、9名は道路横断中にあった事故で亡くなっております。安全で安心

な地域社会を作るためには、自動車と比べ弱い立場にある歩行者や自転車利用者の安全を

確保することが必要不可欠であり、特に、交通弱者である高齢者や子どもが身近な道路を

通行する際の安全性を高めることが求められています。 

また、自転車は自動車と並ぶ身近な交通手段として多くの市民が日常生活や通勤・通学

で利用していることから、自動車と歩行者、自転車それぞれの利用者が共存した安全な道

路交通が確保されるようにするために、利用者のルールやマナーの遵守が図られるよう交

通安全教育を図るとともに、その安全かつ円滑な走行空間の整備も必要となります。 

以上の観点のもとに、生活道路、通学路、市街地の幹線道路等において、人優先の考え方

のもとに歩行者と自転車の適切な通行区分を設けたり、歩道・自転車道等の交通安全施設

の整備を進めたりするなどの方法により、歩行者の安全確保を推進する必要があります。 

 

（３） 生活道路・幹線道路における安全確保 

この数年間における北秋田市周辺での交通事故の発生状況は、国道で約47％、県道で約

28%、市道等で約25％（平成30年～令和2年 北秋田警察署管内）となっています。 

交通事故を減少させるためには、市民が日常生活に利用する生活道路において自動車の

速度抑制を図るための道路整備や、交通指導取締り、安全な走行の普及等の対策を実施す

るとともに、幹線道路を走行すべき車両の生活道路への流入防止等を図るため、幹線道路

における交通安全対策や交通の流れの円滑化を推進するなど、まちづくりの一環として歩

行者や自転車利用者の交通の安全を確保するための対策を総合的に推進することが必要で

す。 

また、交通事故が多発している交差点などの箇所については、警察や関係機関・団体等

とともに道路交通環境面について診断や検討を行い、地域住民への注意喚起や事故の原因

に応じた効果的な対策を講じていくことが必要となります 
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（４） 市民自らの意識改革 

全ての市民が、同じ地域における交通社会の参加者であること、被害者にも加害者にも

なり得る危険性があることや、交通事故の危険性、悲惨さ、それによってもたらされる損

失の大きさなどを十分に認識した上で、「交通事故を起こさない」「交通事故に遭わない」

という意識を日常的にもって安全を確認し、「飲酒運転の防止」「反射材の活用」「シート

ベルトの着用」など、自分自身の行動により事故の防止に努めることが重要です。 

そのためには、年代に応じた交通安全教育や広報啓発活動を一層充実させることで、市

民の交通安全意識を高めていくとともに、交通安全活動に対する市民の関心を深め、より

多くの市民がその活動に参加できる環境づくりが大切です。市民が身近な地域や団体にお

いて交通安全に関する各種活動に直接関わる機会を得られるようにするなど、安全で安心

な交通社会の形成に関与できるような仕組みづくりを進めていくことが必要です。 
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道 路 交 通 の 安 全 の 体 系 

 

交通事故のない社会を目指して 

○ 人命尊重の理念に基づき、交通事故のない安全で安心な北秋田市を目指す 

○ 市民と関係機関との協働による地域ぐるみの交通安全の推進 

 

 

 

交通安全計画における目標 

交通事故による死傷者数のゼロを究極の目標とし、当面の抑止指標として 

以下の目標の達成を目指す。 

○ 年間の死者数（24時間以内）を0人 

○ 年間の重傷者数を2人以下 

 

 

 

道路交通安全についての対策 

【 ４つの視点 】 

○ 高齢者及び子どもの安全の確保 

○ 歩行者や自転車の安全確保 

○ 生活道路・幹線道路における安全確保 

○ 市民自らの意識改革 

 

【 ９つの対策の柱 】 

① 道路交通環境の整備     ⑥ 救助・救急活動の充実 

② 市民一人ひとりの交通安全  ⑦ 交通事故被害者支援の推進 

 意識の向上         ⑧ 災害や雪に対応した交通安全の確保 

③ 安全運転の確保       ⑨ 交通実態を踏まえたきめ細やかな 

④ 車両の安全性の確保       対策の推進 

⑤ 道路交通秩序の維持 
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第２節 講じようとする施策 

 

（１）道路交通環境の整備 

今後の市内における道路交通環境の整備に際しては、少子高齢化等の情勢の変化に対応

していくために、これまでに実施してきた道路交通環境の整備に加えて、子どもや高齢者

を事故の危険から守り、身近な生活道路をいつも安全・安心に通行できる人優先の道路交

通環境の整備を実施していきます。あわせて交通事故防止の観点から、幹線道路から地区

内の生活道路に至るまで、適切に機能分担された安全な道路交通網の計画的な整備を進め

るとともに、交通安全の確保に緊急性を要する道路について、交通安全施設の整備や効果

的な交通規制などを実施します。 

また、駐車対策をはじめとする交通の円滑化を図る施策を総合的に推進することで、よ

り安全な道路交通環境の形成を推進します。 

 

ア．道路の新設・改良による交通安全対策の推進 

基本的な道路交通の安全を確保するため、幹線道路の道路管理者と連携を密にし、幹 

線道路から生活道路に至るネットワークによって適切に道路機能が分担されるよう、道

路の体系的整備を推進します。 

また、鷹巣西道路が蟹沢インターまで供用開始となったほか、「二ツ井今泉道路」の整

備が進行中であることから、近接する国道７号線や県道大館能代空港西線及びその周辺

道路において予測される交通量の変化とその影響、それに伴う課題についても併せて検

討と対策を進めていきます。 

 

① 適切に機能分担された道路網の整備 

(ア) 自動車、自転車、歩行者各々の交通安全を確保するため、幹線道路から生活道路

に至るネットワークの整備による道路機能の分化や、自転車歩行者道等の整備を推

進することで、歩行者や自動車、自転車等の通行空間が適切に分離された安全な道路

交通環境を確保し、生活環境の向上を図ります。 

(イ) 市街地における道路の混雑解消や通過交通の削減、交通量の分散により、交通

事故を防止するため、バイパス及び環状道路等の整備を推進します。 
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② 改良による道路交通環境の整備 

  交通事故を防止し、安全かつ円滑・快適な交通を確保するため、道路の改良事業を推

進します。 

     （ア） 歩行者、自転車利用者の安全を図るため、歩行者道等を設置するための既存道

路の拡幅など道路の改良を推進します。 

(イ) 交差点やその付近での交通事故防止と交通渋滞解消を図るため、主要な交差点

の改良を推進します。 

(ウ) 道路の改良に合わせ、道路標識や中央分離帯、車両停車帯、道路照明、防護柵等

の交通安全施設も併せて整備を図ります。 

(エ) 歩行者や自転車利用者の安全で快適な通行空間を確保するため、商業地区など

交通混雑が著しい地区では、警察や道路管理者とも連携し、路面標示や看板設置等に

よる自動車速度の抑制、道路の形状や交差点の存在を運転者への明示、歩行者と車そ

れぞれの通行区分の明示などを図り、事故抑止のための対策を推進します。 

 

  ③ 高速自動車国道等における事故防止対策の推進 

    鷹巣西道路の蟹沢インターまでの延伸がなされ、北秋田市の高速交通体系へ組み込

みが進み、インターチェンジ付近の交通量が増えることが予想され、渋滞や交通事故

の発生が懸念されるため、道路標識の整備や運転者への注意喚起など事故防止の対策

を推進します。 

 

イ．交通安全施設等整備事業の推進 

交通の円滑化と交通事故防止のため、事故が多発している道路や、緊急に通行の安全

性を確保する必要のある道路を重点に、地域の実状に応じた交通安全施設等を総合的・

計画的に整備し、安全で快適な交通環境の形成を目指します。 

  

①  事故多発地点対策の推進 

交通事故多発地点のうち危険性の高い箇所や交通量の多い箇所については、各種交通 

  安全施設等の重点的な整備を進めます。また、道路構造や交通の実態を勘案し、必要な 

個所に対する信号機や標識、横断歩道の設置などについて、公安委員会や各道路管理者

等関係機関と協議し、事故の抑止に向けた対策を実施します。 
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 また、依然として多発している夜間の死亡事故を防止するため、道路照明・視線誘導 

標等の設置を推進します。 

 

②  人優先の安全・安心な歩行空間の整備 

これまで実施されてきた交通安全対策は、主として「車中心」の対策であり、歩行者 

や自転車利用者の視点から見た道路整備や交通安全施設整備は必ずしも十分とは言えな

い面があることから、今後は身近な生活道路における歩行者や自転車利用者、とりわけ

高齢者や子どもの安全な通行を確保することを主眼とした、「人」優先の視点に立った交

通安全対策を推進することが重要です。 

（ア） 歩行者や自転車利用者の安全で快適な通行を確保するため、交通事故が発生す

る危険性の高い場所に、快適な通行空間を十分確保した自転車歩行者道等の整備

を推進します。 

     なお、既存の道路に歩道等の設置が困難な場合は、歩行空間として路肩の整備

などに努めるほか、車道と路側帯の区分の視認性が高いグリーンベルトの設置を

進めるなどの方法により歩行者の安全通行を確保し、事故発生の防止につなげて

いきます。 

（イ） 高齢者や身体に障がいのある方等を含めた全ての人にとって安全・安心な日常

生活環境を確保できるよう、バリアフリーの視点から歩行空間等の整備を推進し、

駅、バス停、公共施設、福祉施設、病院等の周辺を中心に、平坦で歩きやすい歩道

や自転車駐車場、車いす使用者も利用できる自動車駐車場等の設置・改善を行い

ます。 

（ウ） 児童・幼児の安全な通行を確保するため、各学校や地域における実態調査・実態

把握の内容も踏まえながら、歩道や通学・通園路の施設整備を推進するとともに、

押ボタン式信号機、横断歩道等の拡充について公安委員会へ要望していきます。 

 

③ 円滑・快適で安全な道路交通の確保 

（ア） 商店街など車両や歩行者が多い地域での違法な路上駐車は、渋滞の発生や交通 

事故の増加等、円滑かつ安全な道路交通を阻害する要因となっています。 

道路交通の安全と円滑化を図り、都市機能を維持増進するため、既設駐車場の利

用者の利便性向上を図る案内標示設備を整備するなどの対策や、違法駐車防止の
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啓発活動などを行うほか、交通状況や地域住民の要望、地域特性や駐車需要などに

も配慮した規制運用や緩和がなされるよう、各道路管理者や警察との協議・連携を

進め、総合的な駐車対策を推進します。 

(イ) 安全で円滑な交通の確保を図るため、大型案内標識を設置するなど、分かりや

すい案内標識の整備を推進します。 

 

ウ．その他道路交通環境の整備 

① 道路使用及び占用の適正化等 

工作物設置や工事等のための道路使用・占用の許可は、安全かつ円滑な道路交通を確

保することを主眼とした適正な運用ができるよう、警察及び各道路管理者と連携強化を

図ります。道路の掘り返しを伴う工事については、施工期間や方法の調整を図り、無秩序

な掘り返しや事故と渋滞の防止に努めます。 

また、道路交通の妨害となる不法占用物件等を排除するため、道路パトロールによる指

導取締りを行なうとともに、不法占用の防止に向けた啓発活動を積極的に行ないます。 

 

② 自転車利用環境の総合的整備 

市民が自転車を身近な交通手段として安全かつ円滑に利用できる環境を整備するため

に、自転車が走行可能な幅の広い自転車歩行者道等の整備を図ります。 

また、放置自転車問題については、関係機関と連携・協力し、駐輪マナーの向上を図る

広報啓発活動等を行い、違法な駐輪を防止するための取組みを推進します。 

 

③ 子どもの遊び場等の確保 

子どもの安全な遊び場を確保して路上遊戯による交通事故を防止するとともに、良好 

な生活環境づくりが図られるよう、都市公園等の整備を推進します。 

 

（２）市民一人ひとりの交通安全意識の向上 

交通事故をなくすためには、市民一人ひとりが交通ルールを遵守し、正しい交通マナー

を実践するとともに、交通事故防止を自身の問題として考えて行動することが何よりも重

要です。そのためには、幼児から高齢者までの全ての世代に対して、それぞれの年齢段階

に併せて生涯にわたる交通安全教育を実施し、交通安全の確保を自らの課題として捉えて
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もらえるよう市民の意識改革を図っていくことが必要です。 

このため、交通安全教育指針（平成10年国家公安委員会告示第15号）等に基づき、幼児か

ら成人に至るまで、それぞれの心身の発達段階やライフステージに応じた交通安全教育を

推進します。 

また、高齢化が進展する中で、高齢者自身の交通安全意識の向上を図るとともに、他の

世代に対しても、高齢者の特性を理解してもらい、地域ぐるみの見守りによって高齢者の

安全確保に取り組む意識を高めていくための啓発活動を推進します。 

ア．ライフステージに応じた交通安全教育の推進 

① 幼児に対する交通安全教育 

幼児に対する交通安全教育は、心身の発達の段階に応じて、基本的な交通ルールを守

り交通マナーを実践する態度を習得させ、日常生活において道路を安全に通行するため

に必要な基本的な技能や知識を体得させることを目標とします。 

幼稚園や保育所及び認定こども園における交通安全教育は、家庭や関係機関、交通安

全母の会など地域の団体と連携しながら、警察や市の交通指導員による「幼児交通安全

教室」を実施するなど、幼稚園や保育所における日常活動のあらゆる機会を捉えて、計画

的かつ継続的に行ないます。また、横断歩道の渡り方の実践などについて、視聴覚教材等

を活用するなど、幼児や保護者にとって分かりやすい指導の実施に努めます。 

  

② 児童生徒等に対する交通安全教育 

小中学校での交通安全教育は、歩行者及び自転車の利用者として必要な知識と技術を

理解させるとともに、身近な交通環境におけるさまざまな危険を予測し、これを回避し

て安全に通行できる能力を養うことを主眼とした交通安全教育を計画的かつ組織的に推

進します。また、児童生徒の交通の安全確保は地域と家庭の見守りに依るところが大き

いことから、交通指導員や交通安全協会、交通安全母の会など地域の方々の参加と連携

を得ながら、通学路や生活道路における安全な行動を指導します。 

また、交通安全協会などと連携し、生涯にわたる自転車利用に関する技能などの基礎

が形成される小学生を対象に、学校が実施する「自転車教室」や、競技を通じて交通に対

する関心及び交通知識の習得を図る「交通安全子ども自転車大会」等を推進し、自転車の

安全利用ができる児童の育成に努めます。 
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中学生、高校生に対する交通安全教育については、自転車の安全な使用や、安全な道路

の通行に必要な技能、将来の運転者教育の基礎となる交通マナーの重要性や交通法規に

関する知識を習得させるほか、交通社会の一員として、自己の安全のみならず他者の生

命・安全にも配慮して責任を持って行動できる社会人へと育成していくことを目的とし

た指導を実施します。 

 

③ 若者や成人に対する交通安全教育 

若者や成人に対する交通安全教育は安全運転確保と交通事故防止を主眼とし、交通安

全協会、安全運転管理者協会や事業主交通安全推進協会などと連携して地域や職場を通

じた教育機会を設けることにより、運転者としての社会的責任の自覚や安全運転に必要

な知識技能の習得を促し、交通安全意識や交通マナーの向上を図ります。 

この際は、重大事故に結びつく最高速度違反の抑止や飲酒運転の撲滅、後部座席での

着用も含めたシートベルト着用の必要性、チャイルドシート使用の重要性などに関する

啓発・教育を重点的に推進します。 

 

④  高齢者に対する交通安全教育 

高齢ドライバーの増加に伴い、高速道路の逆走やアクセル、ブレーキの踏み間違えな

ど、認知機能低下の疑いがある運転者による事故の多発が社会問題となっています。 

このため、高齢者に対しては、加齢に伴う心身の機能の変化が、歩行者あるいは自転車

利用者としての自身の交通行動に及ぼす影響に気付いてもらうとともに、状況に応じて

安全に道路を通行するために必要な技能の習得や、交通ルールの再認識を促すことが重

要となります。警察や老人クラブなどの協力を得て、高齢者の身体的特性に配慮した教

材を利用するなどとした参加・体験・実践型の交通安全教室を開催していきます。併せ

て、高齢者が自動車運転を継続するにあたり必要な交通教育の機会の提供や周知、安全

運転に関する啓発活動についても、関係機関との連携により実施していきます。 

また、交通安全教育に参加する機会が比較的少ない運転免許未取得者やひとり暮らし

の高齢者等には、交通安全母の会などと連携して自宅を訪問するなど、日常的にふれあ

う機会を設け、その中で反射材の活用や高齢者の事故実態に応じた具体的な指導を実施

し、地域ぐるみで高齢者の移動の安全確保に努めます。 
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イ．交通安全に関する普及啓発活動の推進 

① 交通安全運動の推進 

子どもから高齢者まで全ての市民の交通安全意識が高まり、一人ひとりに人命・安全

優先の交通ルール遵守の姿勢や正しい交通マナーが定着するよう、全国で実施される春・

秋の全国交通安全運動や夏・年末の交通安全運動の実施時を中心に、県、警察や関係団体

と相互に連携して交通安全運動を組織的・継続的に実施します。 

実施にあたっては、事前に運動の趣旨、実施期間、運動の重点等について広く市民に周

知するとともに、地域に密着したきめ細かい活動ができるよう、交通関係団体や地域の

団体と相互連携しながら住民参加型の運動を展開します。 

運動実施に際しては、「子どもと高齢者の交通事故防止」を基本としながら、「シート

ベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底」「飲酒運転の根絶」などを重点として、

市内の事故実態に即した運動の実施を図ります。 

 

② 横断歩行者の安全確保 

   信号機のない横断歩道での交通事故では、自動車の横断歩道手前での減速が不十分なもの

が多いため、運転者に対して横断歩道手前での減速義務や横断歩道における歩行者優先義務、 

いわゆる「歩行者ファースト」を再認識させるための交通安全教育等の推進を図ります。 

   また、歩行者に対しては、横断歩道を渡ること及び信号機のあるところでは信号に従うと

いった交通ルールの周知を図ります。さらに、運転者に対して横断する意思を明確に伝え、

安全を確保してから横断を始め、横断中も周りに気をつける等、歩行者が自らの安全を守る

ための交通行動を促す交通安全教育等の推進を図ります。 

 

③ 交通安全に関する広報の推進 

交通安全に関する広報の実施については、広報や市ホームページ等の市の広報媒体の

利用のほか、新聞など報道機関にも協力を要請し、日常生活に密着した具体的な内容の

提供を心がけるとともに、交通事故の状況や道路交通の実態などについてその重要性が

市民に強く認識されるよう、次の方針により効果的な実施を図っていきます。 

(ア) 家庭や学校、職場、地域、関係機関・団体と連携して集中的なキャンペーンを積極

的に行ない、「高齢者の交通事故防止」や「自転車の安全利用の推進」、「シートベル

ト、チャイルドシートの正しい着用の徹底」、「無謀運転・妨害運転の防止」、「飲酒



24 

 

運転の追放」、「違法駐車の排除」、「運転中の携帯電話等の使用禁止」等をうったえ

ます。 

(イ)  事故防止に向けて「家庭」の果たす役割は極めて大きいことから、市民の日常生

活の中に交通安全意識が浸透するよう、子どもや高齢者等を交通事故から守り、暴走

運転や無謀運転、妨害運転、飲酒運転等を追放する等の内容に重点を置いた、家庭向け

のきめ細かな広報の実施に努めます。 

(ウ) 関係団体が実施する交通安全に関する活動を広く知らせ、相互の連携により交通

安全に対する気運の盛り上がりを図るため、交通安全に関する資料やキャンペーン等

の情報を積極的に提供するとともに、複数の媒体による効果的な周知が実施できるよ

う、各報道機関に対し広報への協力を求めて行きます。 

 

④ その他の普及啓発活動の推進 

（ア） 自転車の安全利用の推進 

自転車乗車中の交通事故や自転車による迷惑走行を防止するため、自転車利用者に

対して、道路交通法等の法令の遵守や歩行者に配慮した安全な通行、自転車の点検整

備の実施などに関する啓発活動を推進します。自転車利用者がスマートフォンの操作、

画面注視をしながらの乗車や、傘差し運転をするなどの危険な行為を行わないよう啓

発を図り、自転車乗車中の事故による死者の多くは、頭部への損傷が原因となってい

ることから、自転車乗車時はヘルメットを着用するよう啓発を図ります。 

また、令和4年4月1日から自転車損害賠償責任保険等への加入が義務となることから、

加入促進の啓発を図ります。 

（イ） 反射材用品等の普及による夜間事故の防止対策 

夕暮れ時から夜間にかけて重大事故が多発する傾向にあることから、夜間の重大事

故の実態や危険性等を広く周知するとともに、歩行者に対して、視認性が高い明るい

服装や反射材用品を着用して歩行する必要性に関する認識の定着を図ります。自転車

利用者についても、ライトの点灯の徹底、反射材等の使用を促す事により、自転車の被

視認性の向上や通行時に生ずる危険の事前回避が図られるよう取組を実施します。 

 （ウ） 高齢者支援施策に関する周知 

今後高齢の自動車運転者が増加すると見込まれることから、自動車等の運転に不安

を有する高齢者やその家族に対して運転免許自主返納制度の周知を図るとともに、運
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転免許証に代わる身分証明書として運転経歴証明書やマイナンバーカードがあること

や、運転経歴証明書持参者に対して公共交通機関の運賃割引等の支援制度が実施され

ている事などについても情報を提供し、運転免許証の自主返納を促していきます。 

 

ウ．交通安全関係団体等の主体的活動の推進等 

市民が一丸となって交通事故防止に向けた取組を展開していく上では、交通安全を目的

とし、交通安全意識の普及向上を図る上で大きな役割を果たしている交通指導員や交通安

全協会、安全運転管理者協会、事業主交通安全推進協会、交通安全母の会等の交通安全関

係団体や、自治会等の各地区の団体など、地域や市民生活に密着して交通安全の推進に関

わる団体の活動について、一層の活性化を図っていくことが必要です。 

このため、各団体との定期的な連絡協議の開催や、交通安全運動期間中の活動実施等に

おける相互協力などを通じて、ネットワークを深める連携の場づくりに努めるとともに、

研修をはじめとした資質向上の取り組みへの協力や交通安全活動に必要な資料の提供、関

係機関が行なう運転者教育、交通指導員の街頭指導、交通安全母の会等地域の団体が行な

うキャンペーン活動等に対する支援をすすめ、各実施主体における主体的かつ積極的な活

動をサポートし、市民との協働による交通安全教育の実施や啓発活動を推進します。 

また、地域内で活動する企業・事業所等が交通安全の保持に果たす役割と責任の重要性

に鑑み、事業所等の安全運転管理者が実施する交通安全教育に対する協力を進めます。 

 

（３）安全運転の確保 

自動車の安全運転のためには、運転者の自動車操作に関する知識や技能の向上ととも

に、交通法規への違反や無謀な運転をせずに安全運転をしようとするマナー意識を高め

るなど、その資質の向上も必要です。このため、さまざまな機会を捉えた講習や啓発活動

の実施などによる交通安全対策を実施します。また、高齢者が安全に運転を継続できる

よう、高齢運転者の運転能力の維持向上や安全意識の向上を目的とした交通教育機会の

拡充を図っていきます。 

 

ア．運転者教育の充実等 

運転者が安全な運転を実施しようとする意識や態度を向上させるため、関係機関・団 

体と連携し、あらゆる機会を通じて、自動車運転者に対して必要な交通教育機会の提供 
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や、啓発活動を実施します。また、安全運転の実施と交通事故防止のために効果的である

事項について、自動車運転者への浸透が図られるよう重点的な取組を行います。 

 

①  高齢運転者対策の推進 

高齢者に対する交通教育機会の充実を図り、自己の身体能力や反応動作、交通行動の

特徴に関する理解と自覚を促し、高齢者が交通事故を起こさずに安全な自動車運行を継

続できるようにするための体制・環境づくりについて、北秋田警察署や自動車教習所な

ど関係機関との連携・協力を進めていきます。 

また、高齢者の安全意識を高めて運転中の事故を防止するため、高齢運転者標識（高齢

者マーク）使用の促進を図ります。 

 

② シートベルト、チャイルドシートの正しい着用の徹底 

シートベルトの着用による被害軽減効果や、正しい着用方法に関する市民の理解を深

める交通安全教育を推進することで、後部座席を含めた自動車の全乗員のシートベルト

着用が徹底されるよう、警察、交通指導員や交通安全協会、交通安全母の会等と連携した

取組を推進します。 

   同様に、チャイルドシートの使用効果及び正しい使用方法についても、幼稚園・保育

所、病院などの関係機関と連携した保護者に対する効果的な情報提供と指導・助言を実

施していくことで、正しい使用の徹底を図り、万が一の事故発生時にも被害の軽減が図

られるよう取組を実施します。 

 

③ 夜間事故防止のためのライト点灯等の促進 

   薄暮時間から夜間にかけて重大事故が多発する傾向にあることから、自動車運転者に 

  対して、これらの時間帯にひそむ交通事故発生の危険性や自動車ライトの早めの点灯、

夜間ライトのこまめな切り替えの必要性について理解を促す啓発活動を実施し、薄暮時

から夜間帯における事故の未然防止につなげていきます。 

 

イ．道路交通に関する情報の充実 

安全で円滑な道路交通を確保するためには、運転者等に対し正確できめ細やかな道路

交通情報をわかりやすく提供することが重要となります。 
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道路交通に影響を及ぼす気象警報・注意報や台風・大雨・大雪・地震などに関する情報

については、適時・適切に把握するとともに、道路管理者と連携して迅速な周知、伝達に

努めるほか、道路の積雪状況や路面状況の情報収集と道路利用者への情報提供について

も、適切かつ迅速に実施できる体制の整備に努めます。あわせて、道路情報提供装置等の

設置をはじめとした情報収集・提供設備の更なる整備充実について、関係各機関への働

きかけを行います。 

 

（４）車両の安全性の確保 

 

ア．自動車の安全性の確保 

暴走行為や過積載を目的とした車両など、安全な道路交通に危険や支障を及ぼす不正改

造車等を排除するほか、車両不具合による事故を防止することで自動車の安全運行と円滑

な交通を確保するため、「不正改造の防止」や「自動車点検整備の推進」などについて、関

係機関や自動車関係団体、関係事業者の協力の下に広報活動を推進し、不正改造行為を許

さないという地域社会の意識形成を進めるとともに、自動車ユーザーの車輌保守管理の重

要性に対する認識を高めていきます。 

 

イ．自転車の安全性の確保 

自転車と歩行者間の事故など、自転車が加害車両となる事故を防止していくために、歩 

行者などに配慮した安全な乗車方法に関する指導を受ける機会を設けるほか、自転車利用

者が定期的に車輌の点検整備を受けるように促すなど、自転車の安全な利用に向けた対策

を実施するとともに、自転車事故の被害者の救済に資するため、令和4年4月1日から加入が

義務付けられる自転車損害賠償責任保険等への加入について、市民への周知や情報提供に

努めます。 

また、自転車のライト点灯の徹底や反射材用品の活用を促すことで、自転車の視認性向

上を図り、夜間において自転車が関係する事故の発生防止につなげていきます。 

 

（５）道路交通秩序の維持 

 速度超過や飲酒運転などの交通違反や路上駐車等は重大な事故の原因となるため、警察を

はじめとする関係機関との連携を図ることにより適切な交通秩序の維持・向上を図り、違反
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行為や他の道路利用者に危険を及ぼす行為をさせない地域づくりを推進します。 

 

ア．交通指導取締りの強化等 

歩行者および自転車利用者の交通事故被害を防止し、重大な事故を引き起こす要因と

なる悪質・危険な運転を排除するため、事故多発路線等における街頭指導の実施や交通

実態に即した交通規制の推進、飲酒運転や著しい速度超過・スマートフォンの画面を注

視したり、携帯電話で通話したりしながら運転する「ながら運転」、他の車両の通行を妨

害し、重大な交通事故にもつながる「あおり運転」といった迷惑運転など悪質危険な交通

違反に対する取締りの更なる強化について、関係機関とともに取り組んでいきます。 

 

イ．暴走行為等の対策強化 

暴走行為等による事故の発生を防止して交通秩序を守るためには、取り締まりの徹底

と併せて、暴走行為を許さないという市民の意識形成も必要です。特に、暴走行為と青少

年の非行等の問題との関係を断ち切るため、青少年育成団体とも連携を図り、家庭・学

校・職場・地域等において、青少年に対する教育的指導を実施します。 

あわせて暴走行為の場となり易い施設等の管理の徹底や、暴走行為等が出来ない道路

施設の整備などを実施し、暴走行為をさせないための環境づくりに努めます。 

    

（６）救助・救急活動の充実 

交通事故による負傷者の救命を図り、被害を最小限にとどめるため、救急医療機関、消

防機関等の関係機関相互の緊密な連携・協力関係を確保するとともに、救助・救急体制及

び救急医療体制の整備に努めます。 

 

ア．救助・救急体制の整備 

① 救助・救急体制の整備拡充 

市民の生命を守り、交通事故による負傷者等の救命率を向上させるため、高度な救命

処置ができる救急救命士の計画的な養成・配置を推進し、救急現場又は搬送途上におけ

る応急処置等の充実に努めます。このため、救急隊員を計画的に救急救命士養成所等へ

派遣するとともに、救急救命士有資格者の任用を推進するほか、救急隊員の消防学校や

医療機関等における教育訓練機会を充実させ、その知識・技術の向上を図ります。 
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さらに、大規模な交通事故や災害等の発生に備えて集団救助・救急体制を確立し、緊急

時に負傷者が多数発生した際における迅速かつ的確な対応を図ります。 

 

② 心肺蘇生法等の応急手当普及啓発の推進 

事故発生時の救急現場において、現場に居合わせた人（バイスタンダー）による応急手

当が実施されることにより救命効果の向上が期待されることから、心肺蘇生法及び自動

体外式除細動器（ＡＥＤ）の使用などの応急手当について、日本赤十字社や消防機関等が

行う講習会への積極的な市民の受講を推進するなど、応急手当の普及に努めます。 

 

イ．救急関係機関の協力関係の確保等 

救急医療機関への迅速かつ円滑な収容を確保するため、救急医療機関と消防機関等との

緊密な連携及び協力関係を保持するとともに、救急医療機関相互の受入れ・連絡体制の強

化を推進します。 

 

（７）交通事故被害者支援の推進 

交通事故に巻き込まれると、当事者は事故処理や示談交渉など、ほとんど経験したこと

のない煩雑な手続きに悩まされます。特に、交通事故の被害者は、肉体的、精神的、経済的

に大きな打撃を受けることとなるため、迅速な援助・救済がなされる必要があります。 

交通事故当事者が早期に適切な相談を受けて直面する問題の解決に繋げていけるよう、

県や警察その他の支援団体との連絡調整を図りながら相談に対応していくとともに、秋田

県生活センター交通事故相談窓口や北秋田警察署その他の利用可能な専門相談箇所の所在

について、広報紙やインターネット等を利用した情報提供に努めます。 

また、交通事故による被害者の経済的損失に対する救済を充実させるため、秋田県市町

村交通災害共済の趣旨・制度について一層の周知徹底を行い、加入促進を図ります。 

 

（８）災害や雪に対応した交通安全の確保 

集中的豪雨や豪雪、地震等の異常気象や災害が発生した場合においても、地域の孤立防

止や安全な市民生活の維持を図るため、安全性、信頼性の高い輸送道路の交通を確保する

防災対策を実施します。 

 また、市内全域が積雪寒冷特別地域及び豪雪地帯である当市においては、冬季の事故発 
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生の防止は重要な課題です。交通安全施設の整備や安全で円滑な通行を確保する道路整備

を推進するとともに、国や県にも所要の交通安全施設の整備や道路整備を要請します。 

 

ア．災害発生等に備えた道路交通の確保 

東日本大震災の教訓を活かし、緊急輸送道路となる箇所について橋梁の補強や道路斜

面等に対する防災対策を実施するほか、関係機関と連携して災害のおそれのある区間の

回避・代替道路の整備を行うとともに、災害時の混乱を抑えるため停電でも停止しない

信号機の普及を公安委員会に要望するなど、災害に強い道路施設の整備を推進します。 

また、道路通行者に対する早期の情報提供や、車両通行抑制等の交通規制の迅速かつ

的確な実施、避難迂回路等への迅速な誘導が実施出来るよう、交通誘導等に係る資機材

の整備を進めるとともに、交通・防災にかかる関係機関との災害時における連携と協力

体制の一層の強化を進めます。 

 

イ．雪に強いまちづくりに対応した交通安全の確保 

① 雪に強い交通安全施設等の整備 

降積雪期においても、道路交通の機能が十分維持され、歩行者・車両の安全な交通が確

保されるよう、防護柵の耐雪構造化のほか、歩道の広幅員化や段差解消などによる歩行

空間の確保、道路標識の落雪対策など交通安全施設の整備充実に努めます。 

 

② 雪に強い道路整備等の推進 

冬期間における安全で円滑な交通を確保するため、幹線道路等の道路整備や消融雪施

設の整備、交差点等の改良を推進するとともに、雪崩による被害防止を図るため、山間部

等の危険箇所における雪崩防止対策を推進します。 

 

③ 道路除排雪の推進 

冬期間における生活道路の円滑な交通を確保するため、除雪機械の整備拡充を図るな

どの対策を進め、市道における車道の除排雪や路面の凍結対策を実施するとともに、あ

わせて歩道除雪も積極的に推進します。国道や県道についても、効率的な除排雪が実施

されるよう各道路管理者と協議・連携を進めます。 

また、歩行者の多い歩道における消融雪施設の整備について検討を進めるとともに、
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身近な生活道路や歩道において効率的な除排雪が実施できるよう、冬期間の交通安全の

確保や除雪作業の実施に関する地域住民の意識高揚に努めるとともに、各地域における

除雪作業の実施に対する支援を行い、市民の理解と協力を得ながら地域ぐるみの除排雪

の実施を促進します。 

 

④ 冬期間における交通安全の確保 

冬期間は積雪や凍結による交通渋滞が発生するほか、スリップ等による交通事故が多

発することから、降雪・積雪期の路上駐車の防止を呼びかけるとともに、雪道の危険性を

周知し、その回避のための知識・技能等を習得するための機会の提供に努めます。 

 

 ⑤ 冬期間における公共交通機関利用の促進 

積雪時の安全で円滑な道路交通の確保を図るため、冬期間における不要・不急のマイ

カー使用の自粛と、バスや鉄道等の公共交通機関の積極的な利用について、市民に対す

る啓発・要請を行います。  

 

（９）交通実態等を踏まえたきめ細やかな対策の推進 

交通安全対策をより効率的・効果的に推進するため、既に実施済みの対策の結果や成果

についてデータ収集とその分析を行なうとともに、警察や関係団体と共同して交通事故の

発生地域、現場、形態などの実態を詳細に把握した上で、その情報に基づいて得られる事

故多発原因を分析し、多角的な視点のもとにきめ細やかな対策を実施していくことで効果

的な事故防止対策を推進します。 

また、今後第３次計画の期間中にも様々な交通情勢の変化があり得ることから、各道路

の沿線住民などから寄せられた交通実態なども踏まえて、時々の状況を踏まえた取組を実

施していきます。 

あわせて、警察等が発表する調査、分析、研究の成果については、各種広報の機会や交通

安全教室等の場において積極的に活用するほか、関係団体や市民に対して情報を提供する

ことで安全な道路交通のため必要な注意喚起を行い、交通事故の防止を図ります。 
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第２章 踏切道における交通安全の対策 

 

１．今後の踏切道における交通安全対策を考える視点 

踏切内での車両事故は、自動車同士の衝突や歩行者が巻き込まれるなどの一般的な道路

上の事故形態に加え、列車との衝突により多くの死傷者が発生するなど、重大な結果をも

たらすおそれがあります。 

よって、構造改良や踏切保安設備の整備・点検などの対策を進めるほか、利用状況や施

設の整備状況などそれぞれの踏切の設置状況を勘案して、総合的な観点から効果的な対策

を推進します。 

 

２．講じようとする施策 

 

（１） 踏切通行に関する安全啓発 

踏切における事故の多くは、直前横断や落輪、冬季のスリップなどが原因となって発

生します。こうした事故を未然に防止するためにも、自動車運転者や歩行者等の踏切道

の通行者に対して、安全な通行方法に関する意識の向上や、踏切支障時における非常押

ボタンの操作などの緊急回避措置について周知徹底が図られるよう、踏切事故防止キャ

ンペーン等における広報活動を強化し、踏切事故の未然防止や事故による被害の低減を

目指します。 

 

（２） 踏切道の構造改良の促進 

市内にある踏切の中で、交通量の多い踏切道や接続する道路より幅員の狭いものにつ

いては、道路の改良等に合わせて幅員差の解消などの改良を各関係機関と検討します。 

 

（３） その他、踏切道の交通の安全と円滑化を図るための措置 

自動車通行量の多い踏切道や、高齢者等の歩行者の利用が多い踏切道については、通

行の状況や施設の整備状況、周辺道路等の状況等を勘案し、必要に応じた交通規制につ

いて関係機関と協議を行い実施します。あわせて事故防止効果の高い踏切保安施設の設

置・導入や高規格化などの改良が図られるよう、関係機関と協議・検討します。 


